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日本には四国八十八所巡礼という非常に有名な巡礼が存在するが、これを行う

四国霊場を模倣した盆場が全国各地に無数に存在するo それらは四国霊場よりも

規模が小さいものの、盛表を繰り返しながら消滅することなく存在し続けており、

モデルである本四国に対して新四国と総称する。新四国霊場の多くが知名度も低

く、特定地域からのみ巡拝者を集める信仰闘の限られた霊場である。また、新四

国祭場は常に本四国議場を意識しており、機会があればモデノレ祭場との共通点を

見出そうとしているlという指摘もある。

本論文では、愛知県知多半島の知多四国議場で行われる巡拝行為を通して、う

っし2霊場がどのような形で本四国霊場を意識しているのかを、筆者が行ったフィー

ルドワークに基づいて考察するものである。

1 知多四国霊場の概要

海の彼方にあるといわれる観音の補陀溶浄土へ渡ることを目的とした辺路信仰

に、大師信仰が加味され遍路へと変化していったのが四国巡礼であるが、それを

行う四国霊場を模倣してつくられたものが新四国霊場である。特に愛知県知多四

国八十八所、福岡県篠栗八十八所、香川県小豆島八十八所は、比較的安定した巡

拝者を集め、霊場としての基盤が整っていることから三大新四国と呼ばれている。

知多四国霊場3は文政七年、准四国裳場と称し開かれた。大正五年に知多四国

笠場の連合寺院会によって発行された「尾張図知多郡新四国関剣由緒」によると、

開創は現第七十九番札所真言宗妙楽寺の第十三世亮山阿閣梨が弘法大師の夢告に
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よって霊場開創の発願を起こしたことに始まる（籾山.1999）。弘法大師はかつて

知多を訪れた際、知多の風土地形が四国のそれと酷似していることに驚いたとい

う伝説があり、夢告もそれに基づいたものである。寮山はのち開創を助ける武田

安兵衛と岡戸半蔵とともに16年の歳月をかけ札所を整え開剣にいたった。彼らは

三開祖として関山所に杷られ巡拝の対象となっている。

巡拝は第一番札所曹源寺から第八十八番札所円通寺の八十八ヶ所の札所4と番

外札所七ヶ寺、三ヶ寺の関山寺と結願札所の計九十九ヶ寺を巡る。札所と番外札

所を巡拝していく様子は四国のそれと同様であるが、関山所は知多特有の巡拝札

所である。四国巡礼では巡礼コースの全ての札所を打ち終わると、御礼参りとし

て高野山に赴くが、知多四国では八事興正寺を御礼参りの結願札所としている。

知多四国霊場は他の多くの新四国霊場と異なり、特定の巡拝期日の限定がなく、

札所全てが宗派を持つ寺院から構成されているという点に特徴がある。また、関

東地域の新－四国霊場5でよく見受けられるように、特定の巡礼講によって霊場の

盛衰が左右されたりすることもなく、巡拝形態という側面では四国霊場と非常に

近い形態を保っていると言えるo新四国霊場が関創される場合、札所名や本尊の

配置まで模倣される事があるが、知多四国家場はもともと特定の宗派を持つ寺院

が札所とされたことから、これらの一致は見られない。

巡拝の際は、各札所で納経rl長6に納経印を押し、納札箱に納札？を納める。背面

に「南無大師遍照金剛 同行二人Jと警かれた白装束と伽半を着用し、弘法大師

の化身とされる金剛杖と数珠をもち、菅笠をかぶり、 l略式の法衣である輪袈裟を

かけるといういでたちが一般的な巡礼姿であるが、最近では白装束に輪袈裟、同

行二人と警かれた頭陀袋のみ着用する遍路が多L、。たとえ白装束を着用せず、平

服で巡拝する場合にも輪袈裟は着用するのが一般的であるo 巡礼講や団体が着用

する輪袈裟には、団体名や講中名が記されている場合が多く、他の団体と区別を

する目印ともなる。

知多四国霊場を巡拝する巡礼講の講元や諸先達たちにより先達会が結成され、

霊場内の巡拝に関する問題点の検討、会計業務等まで行われる。また一般遍路や

先達会および霊場全体を管理する上位組織としての霊場会が存在する。霊場会は

先に述べた金札所により構成されており、各種褒主主や称号の授与は霊場会によっ
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てなされる。

2 講社による巡拝形態

矢口多四国諜場を巡拝する講組織は現在六十六ほど存在し、その多くが知多四国

霊場を巡拝する目的で結成されたものである。筆者はAD議、 NH講、 二つの巡

礼講の参与観察を行っており、ここでは巡礼講の巡拝形態という側面から課題を

検討する。

一般的に、講社の巡拝様式は議元の意向が反映されるので、議元がどのように

本四国と知多四国を促えているのかは、その講社の巡拝形態からうかがい知るこ

とができる。

2 -1 四国霊場と巡礼講の相関関係

A D講は知多四国祭場において最も歴史の古い巡礼識であり、霊場発展に深く

貢献してきた。初代議元（九十一歳・男性〉は知多四国家場だけでなく、小豆島

議場や四国霊場でも特認大先達という案場長高位の称号を有する。 四国霊場の特

認大先達の先達称号は全国でも十二名しか授与されていなし、。現在は病気療養の

ため、娘婿（五十八歳）が第二代議元としてAD講を率いているが、巡拝形態は

引き継がれている。多くの巡礼講が本四国巡礼に出かけるが、本四国霊場におけ

る高位の称号を有し、先達会においても重要な役職を担う遍路は多くはない。初

代議元は四国霊場においても知多四国霊場と同様、各札所に何らかのかたちで貢

献、住職達と交流を深めており、そういった点においても特異な存在であった。

平成十七年には第七十一番札所大智院内に初代議元の銅像が建てられることが決

まっている。霊場内に遍路の銅像が立てられるのは第八十八番札所円通寺に建立

された小野田友考氏（故人）以来で二回目のことであり、この二人に共通するこ

とは四国案場においても相当数の巡拝経験を有し活躍していることである。いず

れも議員である家族の発案により霊場会や札所で議論され実現が決まるが、他の

遍路から尊敬されているか否かは重要な点であり、それはどれほどの四国巡礼経

験があるのか、という点にもつながってくるのである。

初代講元は知多四国案場だけでなく、四国霊場においても先達称号を取得し活
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!11)1をしていたため、 AD講自体が四国霊場を.i.≪S拝することを重視している。それ

はAD講の知多四因子足場における納札使用形態からも伺える。 AD講講員は知多

四国ではほぼ全員が納札を納めない。知多四国議場で納札を納めない理由は、納

札箱が定期的に整理されず納札で溢れかえっているような札所もあるため四国箆

場でのみ納めるようにしているだけでなく、四国巡礼における功徳をより重視し

ているためである。初代議元、現議元ともに知多四国霊場だけでなく、四国霊場

においても活動し先達称号を有していることは、本四国をより意識させ、その結

果納札使用形態にも影響を及ぼしていると考えられる。納札は自身の願意を弘法

大師に届ける媒介的な役目を果たすものであるが、 AD講では本四国で納本しを行

うほうがより願意災現の利益があると促えている。実際に「知多を二三固まわって

ようやく四国一回分」という発言が遍路の間からしばしば聞かれるが、この発言

が表しているように、知多の一回と四国の一回はイコ ールで結ばれない相関関係

にあるのだ。

また、 NH講のように四国霊場の札所を意識して巡拝を行う講社もある。知多

四国霊場では札所とされていなくても、本四国で巡拝の対象となっている札所は

必ず巡拝する。例えば、本四国番外札所鯖大師（八坂寺）は、弘法大師が馬子に

塩鯖を譲ってくれるよう頼んだが、馬子は断りそのため腹痛を起こしたという伝

説が伝わる札所であり、本四国では番外札所として巡拝の対象となっている。知

多四国霊場でも鯖大師（呑海院）は存在するが、知多四園祭場では、霊場会発足

時の事情により、正式には巡拝すべき札所には含まれていない。納経帳にも札所

としての記載はないが、 NH講では本来ならば巡拝すべき寺院であると考え、必

ずここを巡拝する。

このように知多四国霊場会により定められた札所のみを巡拝するのではなく、

本四国の札所のあり方や利益等を含め、知多四国の遍路たちは巡拝を行うのであ

る。

2-2 N H講招待巡拝の事例

N H講は講員十一人全員が先達称号を有しており、かっ三十回以上の巡拝経験

をもっという、いわば巡礼のエキスパートのような講集団である。年に四回の講

社としての巡拝以外では、講員各自自由に巡拝を行っており、議員が新たに講社
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を組織し独立することも許しているため、 一般的な議組織が有する性格とはかけ

離れた講社であるo ある一定の巡拝経験を持つ者ばかりを集め、自由に巡拝活動

を許す背景には、矢口多四国家場を巡拝する何人および巡礼識を指導しうる立場の

講であることを常に目指しているからであるo

N H講は毎年七月に本四国から大先達を招待し、教えを請いながら巡拝を行う

という招待巡拝を行っており、この巡拝の際には講社の枠を超えて参加者が集ま

る。本年は第五回目で、昨年より参加者は若干少なか．ったものの、 二五講社ニイ－六

名、一何人が参加した。

沼待を受ける先達は松山市在住のO大先達（六十六歳 ・男性）である。 0大先

達はこれまでに四国議場を一九一回満願しており（平成十六年七月現在）、地方

新聞でも何度も取り上げられたことのある人物である。六年前にNH講講元（六

十二歳 ・男性）夫妻が巡拝中にO大先達と似然出会い、その人柄と巡拝に対する

知識の深さに感銘を受けて以後、 NH諮が四国霊場を巡拝する際にはO大先達と

ともに巡拝するようにし、また招待巡拝というかたちで知多四国軍場でも供に巡

拝を行うようになった。

沼待巡拝では、ほぼ全ての巡拝行為をO大先達の方針に従い行う。普段は先頭

に立つNH講講元はマネージメントと補佐役に徹し、常にO大先達より後方に位

置するO 巡拝中は巡拝における諸作法の意味やそれに付随する仏教的思考法など

が教示され、参加者から問いかけがあればそれに答えるというかたちで巡拝は進

行していく。基本的な参拝の仕方と心得は共通に存在するものであるが、それは

規定ではないため遍路各自の捉え方により処処の側面で巡拝の様子が異なる。し

たがって霊場ごとにその巡拝スタイルが異なることにもなり、正誤が議論される

ことがある。以下、 NH論議員と O大先遠の巡拝形態に関する諮りから一部引用

したものである。

N H講講員「初めて先生（0大先達〉に知多へ来ていただいたときに、本尊さ

んはどなたかね？と聞かれて私ら答えられんかった。いわゆる弘法さん参

引だから弘法さんだけお参りして本尊さんは無視してしまっていた。無視

していたというより勉強不足で、気がつかなかった。」
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0大先達「お参りの仕方を聞いていてなんだかおかしいと思っていたの。でも

そういうもんだと言うからじゃあ納経帳見せてみよと言って見てみたらご本

尊もちゃんと書いてあるの90J 

N H講議員「四国に行くと絶対に先に本尊参ってその後弘法堂へ行くねo だか

ら四国から始めた人は絶対そうするよね。だからHさん（NH講講員）は四

国の方から始めなさったから本尊さん行かれて弘法さんだよね。J

N H議議員 2「私ら知多に行くなりで四国に行ったわけだ。で、弘法さん参れ

ばいい、と。でもどこの札所でも朱印じゃなくご本尊さんかいてくれるで＼

あれえ知多とは大違うなあと思ってo 知多のように弘法さん参れば朱印がも

らえると思っていたから。J

N H講講員「やはり知多から始めた人と四国から始めた人ではお参りの仕方が

追う。」

0大先達「矢口多というのは四国の八十八ヶ所を移したんでしょ。だから写しな

んだから四国の参り方を真似することは当たり前なんよo なのにはじめ来た

ときなんでこんなお参りの仕方をしているのか、と思ったのよ。J

八十八所巡礼を行う霊場には、各札所に本尊とは別に弘法堂が存在する。そし

て四国霊場においては必ず本尊と弘法堂を巡拝するのがならわしである。知多四

国霊場では弘法堂のみを巡拝することが多く、遍路のことを「弘法さん」と呼ぶ

のは全国でも知多四国議場のみであり、この呼び方にも表れているように、開創

当時から弘法堂をより重視する傾向があった。これは霊場開倉ljの過程およびその

発展過程に発生した相違であるが、巡拝霊場を異にする遍路間では、この問題に

関する認識の差が存在し、主に四国霊場で巡拝を行う遍路にとってはうっし霊場

はモデル霊場で行われる巡拝の様式を全て模倣すべきと考え、知多の遍路たちは

全てを模倣することの困難さを知りながらも、四国霊場のあり方に近づこうと努

力するのである。実際に、四国霊場の巡拝方法を手本とし、 NH講は本尊の真言

を記したプレートを本堂に掲げることで、遍路たちに本堂の場所を知らせ本尊に

対しても心経をあげることを促している。プレートは講員による負担のみで作ら

れ各札所に納められた。しかし全ての面において四国霊場の巡拝方法を模倣しょ
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うとしているわけではなL、。

例えば知多四国議場では、巡拝時に葬儀中の札所にしばしば遭遇するが、本堂

および弘法堂で木魚を鳴らしながら大声で心経をあげることは控えるよう家場会

から各議元たちに通達が出されている。これは葬儀の妨げになると考えられるか

らであるが、この点に関しでも知多と四国ではスタンスの相違が見受けられる。

以下NH講講元と O大先遂の会話からの一部引用である。

NH?i持論元「矢口多の場合はどうしても葬式がつきものなんです。四国はありま

せんけどねo だから知多はお参りの収入だけでやってはいけないから纏家の

葬式も重要な収入源である、と。だからお参りの人が仮先だとか、法事葬式

の人が後先だとか、そういうふうには言えないんですより

0大先達「そういうことがおかしいんだよ。お参りしにいってお大師様お参り

できなかったら何にもならん。葬式なんて関係ないよ。それが本当のお参り。j

B講講元「あのねえ、これ四国と知多を一緒にされても関るんですよ。これま

でいろんな人が四国の規則やら何やらもちこんできたんだけれども、ここ は

四国じゃないんですよ。知多は知多で二百年の歴史があって独自の発達を遂

げてるんです。ここは知多の霊場だから、四国の規則を持ち込んでもらって

は悶るんですよ。」

つまり、四国の巡拝様式を学ぶため四国から大先達を招待し教えを請いながら

も、ある一面では模倣しかねる部分があることを主張している。 NH講講元は霊

場会という上位組織や議場の歴史を引き出して、白分たちの立場を裏付けよう と

しているが、本会話中では最後まで意見の食い違いに終わった。葬儀という札所

のi運営に直接関わる問題であるだけに、遍路の巡拝に対する意識という枠を超え

ての問題であるが、巡拝様式は札所や祭場会、遍路の問で相互に影響しながら形

作られていったものであり、仮にO大先達が述べたような巡拝様式を遍路たちが

試みても、設場の状況が変化しない限りその笑践は閑難であるo
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3 遍路者の霊場内における位階

知多四国3霊場巡拝者は、巡拝経験や巡拝回数に応じた位階を取得することがで

きる。それらの位階は先達称号と褒章の二種類あり、どちらも霊場会から遍路に

授与されるものである。先達称号は六種類10あり、霊場会が定めた規定の年数を

経たのち称号の昇任が認められる。所属議社の議元あるいは札所の住職による推

薦があった者で、かっ霊場会に認められた者のみが称号を受けることができる。

先達称号申講願には最近三年の巡拝回数を記す欄が設けられており、先達称号に

は規定の年数だけでなく、同時に相当数の巡拝経験も加味されることになる。四

国霊場の場合は、納経帳提出の必要も明記されている。納経｜帳に押された朱印の

数を数えおおよその巡拝回数を確認するためである。先達に補任された遍路は、

青地に波模様の先達周輪袈裟と先達バッジ、相当する位階を示す称号章を受領着

用することになるが、これらにより一目でその遍路が先達であるという事実とそ

の称号が分かるのである。

褒章は主に巡拝回数を重視し授与される輪袈裟のことである。褒章対象者は規

定の巡拝回数に達した者で、必要申請書類の中には納経帳も含まれている。褒章

輪袈裟は一本のラインが十回の巡拝経験を表しており、ラ インの本数を見ること

により、その遍路の巡拝回数が可視的に分かる仕組みになっている。

納札も巡拝経験回数によって色が異なり、百回以上の巡拝経験者は紙製から錦

の納札へと変化する。つまり、霊場内における位階は全て可視的に表されるので

ある。可視的に表されることにより、霊場内における遍路閣に階級構造が発生す

るわけだが、これは知多四国霊場内におけるそれだけでなく、本四国における称

号の有無もその構造に影響をもたらしているo

では、四国霊場における位階と知多四国霊場の位階では本質的に異なるのだろ

うか。四国霊場の先達昇任と知多四国霊場の先達昇任に関する規定を比較してみ

る。四国霊場においては先達各称号拝命後の巡拝回数が細かく定められているの

に対し、知多四国霊場では規定の年数のみ明記されている。しかし、中先達以降

の昇任は知多四国霊場の方が一年程多く必要なため、 l持に四図案場における昇任

が厳格であるとはいえない。
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表 l 先達昇任規定

四 国 知 多 四 国

権中先達
拝命後 2年以上経過し、その間 2

拝命後 2年以上経過
回以上の巡拝

中 先 達
拝命後 2年以上経過し、その間 2

拝命後 3年以上
回以上の巡拝

権大先達
拝命後 3年以上経過し、その間 3

拝命後 3年以上
回以上の巡拝

大 先 達
拝命後 3年以上経過し、その間 3

拝命後 4年以上
回以上の巡拝

特認大先達
大先達拝命後審査会の 大先達拝命後審査会の

定めるところによる 定めるところによる

四国、知多各霊場が定めた先達昇任規定をもとに筆者が作成
〔出所 ：知多四国公認先達申請要項（知多四国霊場会2001)

四国公設先達申請要項（四国霊場会）］

表2 納札と巡拝経験回数

四 国 知多四国

臼札 4 回 l 回－ 9 回

緑札 5 7 回 1 0由一 19回

赤札 8 - 2 4 回 2 0回－ 2 9回

銀札 2 5回－ 4 9回 3 0回－ 4 9回

金札 5 0回－ 9 9回 5 0回－ 9 9回

錦札 そ れ 以 上 そ れ 以 上

四国、知多各霊場が定めた納札指定色を

もとに筆者が作成
［出所 ：知多四国八十八ヶ所巡拝パンフ レッ

ト（知多四国霊場発行2003)
四国遍路作法とお筏の意味
（四国一番霊山寺発行）］

同様に納札と巡拝経験回数に関する

規定を比較しでも、白札から銀札へ

昇格する回数にやや開きが見受けら

れるが、高位の納札として遍路間で

認識される金札以上の段階において

はその差も一致する。むしろ昇格段

階過程においては知多四国案場の方

がより厳格である。しかしここで考

慮しなければならないのが、距離的、

時間的な問題である。巡拝様式やー

ヶ寺滞在時間に費やす時間には各人、

各団体により差はあるが、知多四国

霊場を車で巡拝した場合約4日を要するのに対し、四国霊場は約15日を要する。

霊場の大きさが異なるため同じ一回の満願でもそれに費やす時間は自ずと異なる

わけだが、遍路遠の会話からしばしば聞かれる 「知多三回で四国一回分」は、た
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だモデル霊場であることに対してだけでなく、その距離的な条件に対して知多四

国議場と比較した上で諮られるのである。もともと新四国議場は本四国へ行くま

での時間、費用、四国設場の苦行性を軽減するためにつくられたとも言われてお

りII、そういった点を知多四国の遍路たちは強く認識していると思われる。

このような四国霊場への景慕は錦札の売員というかたちでも表出するo 錦札は

百回以上の巡拝経験を持つ者のみが所有できる納札であり、その巡拝回数のため、

功徳を積んだ者のより高次の納札であると認識されている。功徳の蓄積とも言え

る錦札を収得したがる遍路は非常に多く 、それが本四国のものであればなおさら

である。それはより巡拝回数、年数の多い先翠遍路たちの功徳の媒介物であるだ

けでなく、錦のほつれを飲み込むことで身体治癒の効果を発するという錦札に対

する信仰もあり、錦札所有者の数が多くはないこととあいまってさらに貴重なも

のとなる。ごく一部の悪徳遍路により錦札が売買されるため霊場会で問題視され

ており、再三注意が促されてきたがいまだ問題解決には至つてない。

これまでにも述べてきたように、本四国のモノであることはより功徳が高いと

考えられており、先述したNH講招待巡拝に参加していたM講講員（六十八歳・

女性）は、筆者に対して「四国のえらい先生の御札なんでめったに手に入らない

んだから遠慮しないで欲しかったらいつでも持っていきなさいよ。Jとしきりに

声かけをした。招待巡拝参加講の諮元ほとんどが錦札を有しており、彼らと巡拝

すればその巡拝途中においても錦札を収得することが可能であるが、四国の大先

達の存在により、普段の知多四国家場内における遍路間構造に変化が起きるので

ある。そしてそれは単純な先達称号の高低以上に、「四国霊場」のモノか「知多

四国議場」のモノかが、より重視されるようになるのである。

納札は知多四国霊場発行のものと四図案場発行のものでは大きさや色合いに若

干の相違があり、あえて四国霊場発行の納札を使用する遍路もいる。四国祭場発

行の納札を使用するNH講のある女性議員は、四国霊場の納札を使用することで

祭場内における自分のアイデンティティを創出しているだけでなく、四国譲場に

もコミットしていることを他の遍路逮に示している。四国霊場の納札に対しては、

たとえ高位の納札でなくとも持ち帰ろうとする遍路がおり、「四国」のモノであ

ることがより重要視されていることが分かる。 NH講講員がある巡拝の際に四国
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の納札を使用していたところ、それを見た他の議員が「それは四国のだね。Jと

声をかけると「そうさ、格が追うよ。Jと冗談めかして答えるという場面があっ

たが、四国の納札は矢口多四国祭場において一段上の格を有すると捉えられている

のだ。

さらに、NH講に沼待をされた四国のO大先達は知多四国巡拝の際に持参する

納札を自らの四国巡拝の際に携帯して巡拝している。そうする ことにより 、納札

自体も四国霊場を巡拝したことになり、この巡拝で得た功徳が納札に付加される

のである。こうして四国の納札にさらなる価値を付与しているわけである。高位

の納札を有する者（特に錦札所有者）の多くが、納札を禁場において使用する以

前に数ヶ月心経をあげたりするなど、納札に白らの修業的要素を投入することが

ある。それは功徳、を分配する側にいる自らを意識しているためで、実際にそれら

納札は納札箱には納められなし、。遍路たちの自に付く弘法堂などに置かれ、他の

一般遍路に分配されるのである。

4 結び

以上、新四国霊場である矢口多四国禁場の遍路たちが、どのような側面において

モデル霊場である本四国を意識しているのかを論じてきた。 AD講の初代講元は

知多四国家場だけでなく 、四国霊場における高位の先達称号を有しており 、彼の

存在および錦札はある種伝説のように遍路たちの間で語られ、講元たちの問でも

一目おかれた存在であった。一般遍路が達成悶難な四国家場での巡拝経験回数を

有しなければ銅像の建立は実現しないのである。つまり、知多四国霊場において

は案場内における称号だけでなく 、モデル霊場である四国霊場と何らかの形でコ

ミッ トしていることが大きな嬰肉となるのである。そして四国宣言場の称号は知多

四国霊場内において正式な役職を担うことはできないものであるが、その所有は

知多四国の遍路達の間に大きな心理的影響を与えるものである。また、巡拝様式

は霊場会と遍路双方の事情、霊場成立過程など、様々な要因によって形作られて

きたものであって、本四国を手本に模倣しようとしながらも、ある側面において

はその努力は霊場をオリジナルな局面に変零させるきっかけとなりうる。



82 

四国箆場という苦行性においても、歴史的な面においても一段上に位置すると

促えられている設場に対する景慕の念と、自分たちが巡拝を行う霊場のモデルで

あるという意識は、巡拝形態や霊場内における位階のあり方にも影響を及ぼして

いた。 しかし、 NH講のように知多四国霊場は知多四国独自の様式があり、全て

の点を模倣するだけでなく、独自の発展過程を生かした設場を目指そうとする考

えを持つ巡礼講や遍路の存在があることは、本四国議場および主に本四国を巡拝

する遍路との聞に対立構造をつくることもあるが、それは新四国霊場である知多

四国が「新四国」という域を脱しようとする試みの一つの過程ということができ

る。災｜燦に、新四国語；：場があらゆる点で四国と同様の条件で創られることは不可

能であり、そのような柔場は存在しなし、。常にモデル議場に近づ‘こうと努力しな

がらも、模倣の実現が困難な側面を知多四園祭場のオリジナルな側面に変容させ

ようという行為、それこそが新四国霊場である知多四国家場の特徴でもあるのだ。

く注釈＞

1 小田匡保 (1997: P.188）は小豆島霊場成立過程を本四国5広場と比較対応させながら論

じたが、話場設立後独自の変貌を遂げつつも、常に本四国モデJレを意識する一面も持ち

合わせている、と述べている。それは、本四国には関所とされる四つの札所があり、邪

心を持つ人間はそこで弘法大師の省めを受けると 冨われており、大正六年保安寺で巡礼

中の娘が盗みをはたらいたところ髪が鑓の尾に巻きついたという出来事を本四国の十九

番立江苛：に伝わる答めの出来事とリンクさせ、保安宅j：を小豆民家場における関所するに

至った経緯を事例としてあげているo

2 うつし霊場は、モデル霊場の聖地構造の「写し」と、モデjレ霊場のシンボjレの「移し」

というこつの手法によって実現される。聖地構造の「7J.し」とは、モデjレ霊場の札所数

や各札所の本尊の配列、札所の地理的配置、環境などを僕倣することで＼シンボルの

「移しJとは、モデル霊場の土砂をうっし霊場に一部移すなどすることであるo (1996 : 

小嶋 P.251）知多四国霊場は半島全体に札所が設けられ、海岸めぐりの本四国の聖地構

造にならうものであることと、土砂勧進が行われているため、この二つの手法により実

現されたものと考えることができるo

3 知多四国霊場は明治二十六年に知多新四国霊場と称すようになってから昭和五十八年

全委員会の決議により知多新四国霊場の名称を「新Jをとり知多四国霊場と称するよう

になった。それは露場の規模も比較的大きく、安定した巡拝者数を有するなどの理由に

より新四国霊場の域を脱したと考えたからであるが、実際には知多四国霊場以外の設場
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や遍路には知多新四国などと「新Jをつけて表現することが多く 、知多四国霊場という

総称は知多四国軍場会によりのみ表現されたものであって、全国的に浸透 している もの

ではない。

4 巡礼する時に札所本尊が安置されている堂宇の柱等に、木製や金属製の納札を打ちつ

けて礼拝したo そのため、巡礼の対象となる聖地は、札所と呼ばれるようになった。

5 小嶋博巳 (1997: pp.285・292）は利恨川下流域の新四国巡礼に関する論文の中で、巡

礼者や巡礼する期Hが限定されており 、それ以外の期日以外では巡礼が行われないこと

や、定場は移されたものであり、札所が札所たる理由を持ち得ないために霊場の基盤は

弱く 、支配する識の都合によって変化 しやすいこと、霊場によっては、大師像の巡行と

ともに巡礼が行われることなどの四国遍路とは異なった事象や性格を指摘している。

6 納経朱印を受けるための帳面。納経朱印を受けた納経帳は、みずからが巡礼したこと

を証明するものであるo 満t~］になった納経帳を死省の結の中に入れると 、 無事に浄土に

行くことが出来るといわれているo 納経とは、札所を巡拝して写経を事納したり、心経

を唱えたりすることで、み；尊や弘法大師が胤いを受け取ったことのしるしが納経印 （朱

印）であ るo

7 木製 ・金属製 ・紙製の札に、祈願、氏名、住所などを記したものo ほとんどの巡礼者

が紙製のものを使用。木製 ・金属製の納札は、電場寺院の柱などに上部を釘で打ちつけ

て納めた。そのため：広場寺院を札所というようになり 、参拝することを打つという。千

社札も納札の一種である。

8 弘法大師信仰に；息づいた巡礼を親しみをこめて「弘法さん参りJと表現する ことがあ

るo

9 納経帳には弘法；人－師の名だけでなく、 札所のみ；尊名も明記されているo 知多四国の場

合はすでに印刷された文字の上に朱印が押されるのだが、四国の場合は本尊名が手書き

で記入されるo

10 先達、権中先達、 中先述、権大先達、大先達、特認大先達の 6段階存在する。

11 田中智彦、「第 5常近畿地方における地域的巡礼地J『聖地をめぐる人と道』、(137項）

く参考文献＞
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祉大学知多半島総合研究所、校倉書房、1999年

白木利幸『巡礼 ・参拝用語辞典』、朱鷺書房、1994年
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